
 

 
 

いつでも、どこでも乗れる便利で手軽なシェアサイクルが 

市内全域で面的に展開されており、 

市民や来街者の多様な移動目的に活用され、 

移動しやすく環境に優しい街「ヨコハマ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 横浜市では「横浜都心部コミュニティサイクル事業（平成 26 年４月～）」及び「横浜

市広域シェアサイクル事業社会実験（令和４年６月～）」の事業期間が満了することに伴

い、令和７年度以降の全市一体でのシェアサイクル事業の展開を見据え、令和６年度中に

協働事業者の公募を予定しています。 

 このたび、市民の皆様からの意見や事業者の皆様との対話（サウンディング型市場調査）

を踏まえ「シェアサイクル事業実施方針」を策定しましたので公表します。 

 

 

(1) 趣旨 

  横浜市内全域におけるシェアサイクル事業展開の令和 16 年度末までの将来像をお示しする

とともに、シェアサイクルの位置づけや期待する役割、事業の目的等を市民の皆様や 

シェアサイクル事業者の皆様と共有することで、公募における質の高い提案を引き出

し、公民連携による協働事業を円滑に推進することを目的に策定しました。 

公表先 URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/bycycle/bicycle-policy/sharecycle_top.html 
 

(2) 事業概要 

①事業手法 

公募型プロポーザル方式で選定した

事業者（共同事業体での提案も可）

との協働事業⇒事業者と協定を締結 

（公有地を優先的に占用可） 

②事業期間 

令和７～11 年度までの５年間 

（最大令和 16 年度まで延長可） 

③事業対象区域 

市内全域  
  

(3) シェアサイクルの将来像 
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(4) 事業目的 

これまでの都心部事業や広域社会実験の取組を踏まえ、「移動の利便性向上」、「都市の活性化」、

「脱炭素社会の形成」、「交通安全の推進」の４つを事業目的とします。 

 

(5) 主な取組 

【事業者に提案を求める事項】 

・異なる事業者間でのポートの共同利用を実現させる相互乗入の導入 

・市内平均ポート密度を約４ポート/㎢を目標に地域特性を考慮したポート設置 

・駅・バス停から一定程度離れている地域へのポート設置の指標を設定 

【横浜市の取組】 

・シェアサイクルの移動データを Web 地図上で一般公開 

   ・歩道上での公有地ポートの設置を推進 

・自転車通行空間の整備を着実に実施 

（参考） 

〇 市民意見募集の概要 

 ⑴ 募集期間 令和６年６月 14 日～７月 16 日 

 ⑵ 意見数  提出数９通、意見数 24 件 

 ⑶ 主な意見の概要 

・借りた場所と返したい場所の会社が異なっており、途中で乗り換えるなど不便さを感じており

ました。共同で利用できるようになれば、乗り換えの必要などなくなるので便利になります。 

・シェアサイクルがあるので、お買い物で重たい荷物を買う時に使わせて頂いております。本当

に便利で助かっています。シェアサイクル事業の継続を強くお願いしたいです。 

・利用料金の決済については各事業者ごとに工夫しているものの、クレジットカードを持たない

中高生などの利用を促すには一層の手段拡大が求められる。 

〇 対話（サウンディング型市場調査）結果の概要 

 ⑴ 対話期間 令和６年７月１日～７月 12 日 

 ⑵ 参加者数 ５者 

 ⑶ 対話結果の概要 

・目標はポート数だけではなく、利便性と運営効率向上の視点から、ポートあたりのラック数の

指標をコントロールすることも重要。 

・共同ポート化は利用者の利便性向上の観点において必要であり、良い取組である。一方で、民

有地ポートの共同化は土地所有者の意向もあるため、全てのポートでは厳しい面もある。 

・商業施設、共同住宅の附置義務駐輪場、公開空地、歩道等の道路上のポート確保が重要。 

  
詳細 URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/bycycle/bicycle-policy/iken.html 
 

２ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年９月   公募要項の公表（協働事業者の公募開始） 

     12 月   協働事業予定者の決定 

 令和７年２月以降 協働事業者の決定（協定書締結） 

     ４月   協働事業開始 

 

お問合せ先 

道路局道路政策推進課長  金澤 英俊  Tel 045-671-2775 


